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日ニュージーランド首脳共同声明  

２０２４年６月１９日 

 

二国間協力 

１. 岸田文雄内閣総理大臣とクリストファー・ラクソン首相は、２０２４

年６月１９日、東京で生産的かつ有意義な会談を行った。岸田総理大臣は、

ラクソン首相の就任後初の日本訪問を歓迎した。 

 

２. 日本とニュージーランドの「戦略的協力パートナーシップ」の構築か

ら１０年以上が経過し、両国間の協力の地平はかつてないほど広がってい

る。両首脳は、緊密で強固な二国間関係を強調し、地域的・国際的な平和

と繁栄に共に貢献するため、民主主義、法の支配、人権、人間の尊厳及び

ジェンダー平等への支持といった、共通の価値と共有された利益を基礎と

する「戦略的協力パートナーシップ」に更なる弾みをつけるとの大望を表

明した。 

 

安全保障・防衛協力 

３. 両首脳は、日本の国家安全保障戦略（２０２２年１２月発表）とニュ

ージーランドの初の国家安全保障戦略２０２３-２０２８年を認識し、イ

ンド太平洋地域における厳しさを増す戦略環境についての認識を共有し、

戦略的協力パートナーシップの下、両国の協力関係を更に強化することで

一致した。 

 

４. 両首脳は、日本とニュージーランドとの間の安全保障関係の強化を歓

迎し、協力と交流の更なる深化に向けた共通のコミットメントを確認した。

両首脳は、秘密情報を共有するための枠組みを提供する情報保護協定の実

質合意を歓迎した。両首脳は、海洋安全保障分野を含む二国間及び複数国

間の活動や演習における更なる協力を行い、あり得べき物品役務相互提供

協定（ＡＣＳＡ）に関する議論を加速させることで一致した。 

 

経済協力 

５. 過去５０年にわたり、日本とニュージーランドは、自然な補完性及び

強固なビジネス関係に基づき、特に持続可能な農業及び食料システムに関

して、強力な経済的パートナーシップを築いてきた。両首脳は、１０年前

に初めて発表された食料及び農業におけるパートナーシップの強化の重

要性を再確認した。 
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６. 両首脳は、地熱及びグリーン水素を含む再生エネルギー等の経済分野

における協力強化にコミットした。両首脳は、気候変動対策の研究開発、

商業化及び普及に関する民間セクターの協働及び投資に資するビジネス

環境を促進するとの大望を共有した。 

 

７. 両首脳は、今年度の減災、災害対応及び復興に焦点を当てた二国間共

同研究プログラムの開始を歓迎した。両首脳はまた、主に東南アジアのパ

ートナーと協力するｅ-ＡＳＩＡ共同研究プログラムに日本とニュージー

ランドが共に参加していることを認めた。両首脳は、ＳＩＣＯＲＰプログ

ラムの今後の展開も含め、科学、イノベーション及び技術に関する協力を

継続することで一致した。 

 

８. 両首脳はまた、衛星の打上げに関する連携を含む、宇宙産業における

つながりの拡大を歓迎した。 

 

人的交流  

９. 両首脳は、日本とニュージーランドの関係を将来担う人材を育成する

上で、人的交流が果たす役割を認めた。この観点から、両首脳はＪＥＴプ

ログラムを含む両国間の交流プログラムの重要性を認識した。また、過去

５０年にわたり、地方自治体間の４４の姉妹都市提携が二国間関係の強化

に果たしてきた重要な役割も認識した。これは、ニュージーランドの各都

市が海外の都市との間で有している姉妹都市の数としては最多である。 

 

地域協力 

１０. 日本とニュージーランド、そして地域内外の志を同じくするパート

ナーが共有する基本的価値や原則に対する挑戦が高まる中、両首脳は、こ

の地域が包摂的で安定し繁栄し、外国からの干渉や威圧がないことを保ち、

国の大小や力にかかわらず、全ての国の権利、自由及び主権が守られるよ

う、法の支配に基づく自由で開かれたインド太平洋実現への共通のコミッ

トメントを改めて表明した。両首脳は、法の支配及び、特に武力による威

嚇の禁止といった国連憲章の諸原則を含む国際法に基づく自由で開かれ

た国際秩序を堅持することの重要性を強調した。また、両首脳は、世界の

いかなる場所におけるものであれ、力又は威圧によるいかなる一方的な現

状変更の試みに強く反対することを表明した。 
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１１. 両首脳は、太平洋島嶼国地域の平和、繁栄、安定及び一体性を力強

く支持し、既存の地域的なアーキテクチャや組織を強化するとの日本及び

ニュージーランドのコミットメントを新たにした。両首脳はまた、２０２

３年２月の「太平洋島嶼国地域における協力に関する日・ニュージーラン

ド外相共同宣言」及び２０２３年６月の「太平洋島嶼国地域における防衛

協力に関する意図表明」のビジョンを太平洋の優先事項の推進に向けて更

に強固なものとすることにコミットした。両首脳は、太平洋・島サミット

（ＰＡＬＭ）プロセスを通じたものも含め、太平洋諸島フォーラムの「ブ

ルーパシフィック大陸のための２０５０年戦略」に示されたビジョンに向

けた進展を支えるための両国間の緊密な協力を歓迎し、再確認した。両首

脳は、地域の優先事項に基づく目標を共有する全てのパートナーとの協力

を歓迎した。 

 

１２. 両首脳は、国連海洋法条約（ＵＮＣＬＯＳ）に反映されている国際

法に従った、航行及び上空飛行の自由並びに、その他の適法的な海洋の利

用を再確認した。両首脳は、武力による威嚇又は武力の行使に訴えること

なく、国際法に従い平和的手段によって紛争を解決することの重要性を改

めて強調した。 

 

１３. 両首脳は、南シナ海における最近の情勢や、係争地形の継続的な軍

事化、海上及び空中における危険でプロフェッショナルでない行動、海上

保安機関及び海上民兵によるその他の危険で威圧的な行動を含む、不安定

化をもたらす行動の激化について重大な懸念を表明した。両首脳は、緊張

を高め、地域の安定と法の支配に基づく国際秩序を損なう可能性のあるい

かなる一方的な行動にも反対し、全ての国が国際法を遵守する義務を強調

し、海域に関する全ての主張はＵＮＣＬＯＳの関連規定に合致していなけ

ればならないことを改めて表明した。 さらに、両首脳は国際法に従った

紛争の平和的解決の重要性を強調した。両首脳は、２０１６年の南シナ海

に関する仲裁判断が最終的かつ紛争当事国を法的に拘束するものである

ことを改めて表明し、中国に対し、同判断を遵守するよう求めた。 

 

１４. 両首脳は、東シナ海の状況に深刻な懸念を表明した。両首脳は、引

き続き緊密に意思疎通を行う意図を共有し、力又は威圧により現状を変更

し地域における緊張を高めようとする、いかなる一方的な行為への強い反

対を表明した。 
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１５. 両首脳は台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて表明し、両岸問題

の平和的解決を促した。 

 

１６. 両首脳は、北朝鮮による核兵器及び弾道ミサイルの開発を強く非難

した。両首脳は、北朝鮮に対し、挑発的な行動を停止し、関連する国連安

保理決議の下での全ての義務を完全に遵守するよう強く求めた。両首脳は

また、関連する国連安保理決議に従った、北朝鮮の全ての大量破壊兵器及

びあらゆる射程の弾道ミサイルの、完全な、検証可能な、かつ不可逆的な

廃棄の実現に対するコミットメントを改めて表明し、北朝鮮に対し、具体

的な行動をとるよう求めた。 また、不法な大量破壊兵器及び弾道ミサイ

ル計画の資金源となっている北朝鮮の悪意あるサイバー活動を非難した。

両首脳はまた、国連安保理決議に違反する北朝鮮製弾道ミサイルの北朝鮮

による輸出及びロシアによる調達や、ロシアによるこれらのミサイルのウ

クライナに対する使用を含め、拡大する北朝鮮とロシアの間の軍事協力を

可能な限り最も強い言葉で非難した。 

 

１７.  両首脳は北朝鮮に関する専門家パネルのマンデートを更新する国

連安保理決議二対する最近の拒否権行使を非難し、「瀬取り」を始めとす

る北朝鮮による制裁回避手法への対処を含め、国連安保理決議の完全な履

行と執行に向けたコミットメントを再確認し、この目標のための更なる国

際的な協力の重要性を共有した。岸田総理大臣は、最近のニュージーラン

ド空軍のＰ―８Ａポセイドンの日本への派遣を含む、北朝鮮の不法な海上

活動への警戒監視活動に対するニュージーランドの継続的な関与、さらに、

海軍のアセットを初めて派遣することを含めて同国が今年更なる派遣を

意図していると表明したことを歓迎した。ラクソン首相は、拉致問題を即

時に解決するための日本の取組に理解及び強い支持を表明した。 

 

１８. 両首脳は、自由で開かれた、包摂的で、安定し、繁栄したインド太

平洋を実現するため、ＡＳＥＡＮとのパートナーシップ強化の重要性を再

確認した。両首脳は、ＡＳＥＡＮ一体性・中心性を強く支持し、法の支配、

開放性、自由、透明性及び包摂性といった原則を堅持する「インド太平洋

に関するＡＳＥＡＮ・アウトルック（ＡＯＩＰ）」を全面的に支持するこ

とを改めて表明した。 

  

１９. 両首脳は、インド太平洋の平和と安定を維持するため、オーストラ

リアや韓国を含むパートナー諸国との緊密な意思疎通の重要性を強調し



5 

 

た。この観点から、両首脳は、「インド太平洋４か国（日ＮＺ豪韓）」の枠

組みの下で協力を進展させるために協力する機会を歓迎した。 

 

グローバルな協力 

２０. 両首脳は、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的

な協定（ＣＰＴＰＰ）」における日本とニュージーランドの強固な協力関

係に留意した。両首脳は、ＣＰＴＰＰ参加国のコンセンサスに基づき、Ｃ

ＰＴＰＰのハイスタンダードを完全に満たし、実施し及び遵守することが

可能であり、貿易に関するコミットメントを遵守する行動を示してきてい

るエコノミーを加える、ＣＰＴＰＰの将来の拡大を歓迎した。両首脳は、

また、本協定が両国経済に利益をもたらし、地域及び世界の安定と繁栄に

も貢献することを確認し、ＣＰＴＰＰのハイスタンダードを維持するため

に他のＣＰＴＰＰ参加国と協力することの重要性を強調した。両首脳は、

ＣＰＴＰＰの戦略的意義を認識し、経済的威圧や不公正な貿易慣行に対抗

するツールであることも含め、自由で公正な貿易及び開かれた競争的な市

場を促進する上で、ＣＰＴＰＰが重要であることを再確認した。 

 

２１. 両首脳は、日本とニュージーランドが、繁栄のためのインド太平洋

経済枠組み（ＩＰＥＦ）サプライチェーン協定、クリーン経済協定及び公

正な経済協定の野心的な実施に共にコミットしていることを再確認し、互

いに関心のある分野についてＩＰＥＦ協力作業計画を通じて協働するこ

との価値を認めた。 

 

２２. 両首脳は、世界貿易機関（ＷＴＯ）を中核とする自由で公正かつル

ールに基づく多角的貿易体制を維持及び強化すること、また、既に達成さ

れた進捗を踏まえ、２０２４年までに全ての加盟国が利用できる完全かつ

良く機能する紛争解決制度を実現することを含め、ＷＴＯの全ての機能に

関する必要な改革に向けて取り組むことにコミットすることを再確認し

た。両首脳は、ＷＴＯにおいて、貿易と産業政策、貿易と持続可能性、貿

易と包摂性といった貿易に関連する現代的な課題についての議論を深め

る努力を推進する。両首脳は、電子商取引に関する共同声明イニシアティ

ブ（ＪＳＩ）交渉の迅速な妥結に向けて取り組むことにコミットする。両

首脳は、開発のための投資円滑化協定の法的枠組みへの組込みを支援する

ために協力する。 

 

２３. 両首脳は、経済的威圧、非市場的政策及び慣行並びに戦略的依存関
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係及び構造的な脆弱性を作り出すその他の有害な慣行への対処を含め、経

済的強靱性及び経済安全保障に関する協力を強化することで一致した。両

首脳は、透明性、多様性、安全性、持続可能性及び信頼性の原則に基づき、

特に戦略物資のための強靱で信頼性のあるサプライチェーンを強化する

ために協力することにコミットした。両首脳は、様々な会合の機会を通じ

て、経済安全保障に関する二国間対話を強化することで一致した。 

 

２４. 両首脳は、民主的な自由、主権、独立及び領土一体性を守る民主的

なウクライナを支援するという揺るぎない決意を再確認した。両首脳は、

ロシアに対し、国際的な義務を遵守し、国際的に承認されたウクライナの

領土から全ての軍と装備を即時、完全、無条件に撤退させるよう求めた。

この文脈で、両首脳は、ロシアのウクライナに対する侵略戦争の文脈にお

ける、ロシアによる核兵器の使用の威嚇、ましてやロシアによる核兵器の

いかなる使用も許されないことを再確認した。両首脳は、国際法を堅持す

る義務、また、国連憲章の基本的理念に反して、武力により領土を取得し

ようとするロシアの試みを決して正当化又は容認しないようにすること

を、第三国に喚起し続けることの重要性につき一致した。両首脳は、ロシ

アのエリート及び重要な戦略的・経済的部門を対象とした経済・金融制裁

を適用することにより、ロシアの違法かつ不当な侵略の立案者に対するコ

ストを引き上げ続けるというコミットメントを再確認した。 

 

２５. 両首脳は、ガザの人道的状況に深い懸念を表明した。両首脳は、停

戦、人質の解放及び人道危機の緩和の緊急的な必要性を強調した。両首脳

は、国際人道法を含む国際法に従って行動するよう、紛争当事者に改めて

求めた。 

 

２６. 両首脳は、日本とニュージーランドが最近、他の１４１か国と共に、

国連総会へのパレスチナの参加を強化する２０２４年５月１０日の決議

に賛成したことに留意した。両首脳は、この決議が、日本とニュージーラ

ンドが長年支持してきた最終的な二国家解決に向けた前向きな一歩であ

ることを認識した。両首脳は、イスラエルと将来の独立したパレスチナ国

家が平和かつ安全に共存することによってのみ、紛争に対する持続性のあ

る公正な解決が達成されることで一致した。 

 

２７. 両首脳は、理事国を拡大することを含む、国連安保理の早期改革の

重要性を強調し、２１世紀の国際社会の現実と課題をよりよく反映するた
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め、国連安保理の正統性、実効性、代表性を更に高める必要性を再確認し

た。そして、両首脳は拡大され、民主的で、公平で、透明性があり、説明

責任を果たす国連安保理の重要性を再確認した。 

 

２８. 両首脳は、情報環境に対する脅威が増大していることを認識し、事

実に基づいた強靭な情報環境を確保し、偽情報の流布を含む外国による情

報操作や干渉に対処するため、戦略的コミュニケーションにおける協力の

重要性で一致した。  

 

２９. 両首脳は、国際組織犯罪と闘うための協力の継続にコミットした。

両首脳は、税関その他の法執行機関の間の協力と情報共有の強化により、

両国がこうしたリスクに対応し、より効果的にコミュニティを被害から守

ることができることを認識した。 

 

３０. 両首脳は、パリ協定への及び第１回グローバル・ストックテイクの

成果を踏まえた実行へのコミットメントを再確認した。両首脳は、南極及

び南大洋における平和、科学及び環境保護の支援における日本とニュージ

ーランドの継続的な協力を歓迎し、南極条約システムが南極に対する効果

的かつ持続的な国際ガバナンスの枠組みを提供することを強調した。 

 

３１. 両首脳は、国際的な核軍縮・不拡散体制の礎石として、核兵器不拡

散条約（ＮＰＴ）を維持・強化することの重要性を強調した。両首脳は、

ＮＰＴ第６条を含む、ＮＰＴの下での全ての締約国の義務を再確認し、核

軍縮を進めるために多くの作業が残されており、世界の核兵器数は減少し

続けなければならないことを改めて表明した。緊迫した国際安全保障環境

を踏まえ、両首脳は、核兵器が使用された場合の壊滅的で非人道的な結末

を認識した上で、７８年間にわたる核兵器不使用の記録を維持しなければ

ならないことを強調した。両首脳は、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）

の遅滞なき発効と、核兵器用核分裂性物質生産禁止条約（ＦＭＣＴ）に関

する交渉の早期開始を促進し、追求するとのコミットメントを再確認した。 

 

二国間協議 

３２. 両首脳は、再会すること楽しみにし、地域内外の複雑な戦略環境を

念頭に、あらゆるレベルでのより頻繁な協議を通じて両国間の協力と連携

を強化することへの期待を共有した。 

（了） 


